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9

（一社）全国中小企業勤労者福祉サービスセンター（略称︓全福センター）会員の皆様へ

＜引受保険会社＞東京海上日動火災保険株式会社

団体契約ならではのメリット︕
掛金（保険料）が割安︕
約28％の割引が適用されます。

（団体割引と損害率による割引）

団体保険契約期間：2024年6月1日午後4時～2025年6月1日午後4時まで

専用のQRコードから手軽
に申込することも可能︕

募集期間
2024年3月1日～4月30日
中途で毎月加入も可能︕

＜募集代理店・お問い合わせ＞株式会社全福サポートサービス　全福ネットの保険相談デスク　0120－055－512（土日祝日を除く10時～16時）

サービスセンター退会後も補償
継続をお考えの方は、下記フリー
ダイヤルまでご相談ください。

23TC-006493　2023年12月作成

2024年度 「全福ネットの保険」5つの補償に関するお知らせ（団体総合生活保険）

１日以上入院した
手術を受けた
退院後通院した
所定の先進医療を受けた

日額3,000円
最高12万円

日額2,000円
最高200万円

例 H3タイプ ・ 40歳 ・
年間保険料6,230円例 SH20タイプ ・ 一般事務従事者

40歳・年間保険料29,740円（※）

病気・ケガで入院してしまった!

診断されたら 一時金50万円

例 GN1タイプ ・ 40歳 ・
年間保険料5,100円

抗がん剤治療補償特約付きのタイプも
用意しております。

ガンと診断された

病気・ケガで
働けなくなった
病気・ケガで
働けなくなった

4日を超えて病気やケガで働けないと診断
されたら 最長1年間　月額20万円

「全福ネット入院あんしん保険」のメリットを更に拡大

2. 医療補償 3. がん補償

例 DG1タイプ ・ 60歳 ・
年間保険料2,040円

要介護３認定を受けた

認定を受けたら 一時金100万円
認定を受けた場合、または東京海上日動所定の
要介護状態と診断され、その状態が90日を超えて

継続した場合に一時金が受け取れます。

5. 一時金払介護補償

認定を受けたら 年金50万円

要介護状態が継続する限り最大10年に 
わたって毎年定額の保険金が受け取れます。

例 KN2タイプ・60歳・男性
年間保険料3,120円

要介護３認定を受けた

4. 年金払介護補償1. 所得補償NEW

全福ネットの保険

（※）ご職業により保険料が変更となる場合があります。

（23 09）TMZENFAX-3　W180×H87mm
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12
　多摩市勤労者市民共済会規約（抜粋）　　　　※全文は共済会ホームページに掲載

（目的）
第１条　この規約は、事業所に勤務する従業員及び事業主の福利厚生の増進を図ることにより、雇用の安定と当該事業所の振興発展に寄与するこ

とを目的とする。
（定義）

第２条　この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴　事業所　常時雇用されている従業員の数が、１００人以下の事業所 ( 理事会で特に認めた場合を含む｡ ) をいう。
⑵　勤労者　事業主及び従業員 ( 事業主と生計を同じくする家族である従業員を含む、以下同じ｡ ) をいう。

（事業） 
第４条　共済会は、第 1 条の目的を達成するため、次の事業を行う。

⑴　会員の福利厚生に関する事業
⑵　会員の共済給付金に関する事業
⑶　会員に対する生活資金等の貸付あっせんに関する事業
⑷　その他、共済会の目的達成に必要な事業

（会員の資格）
第５条　共済会の会員となることができる者は、次のいずれかに該当する者とする。

⑴　多摩市内に所在する事業所に勤務する勤労者
⑵　多摩市内居住者で、市外の事業所に勤務する従業員、又は事業主 ( 但し、勤務先がその区市の共済会等に加入していないこと。）

２　前項の規定にかかわらず次の各号の一に該当する者は、会員になることはできない。
⑴　期間を定めて雇用されている者
⑵　試用期間中の者
⑶　臨時、パートタイマー、その他これに準ずる者 ( 但し、事業主が特に推薦し、保証できるものはこの限りではない。この場合の雇用期間は、

６ヶ月以上とする。）
⑷　その他会長が適当でないと認めたもの

（入会基準）
第６条　共済会の入会基準は、次のとおりとする。

⑴　多摩市内に所在する事業所の勤労者の加入については、事業所単位による団体加入を基本とする。
⑵　多摩市内居住者で、市外の事業所に勤務する勤労者の加入においては、個人加入とする。

（入会手続き）
第７条　共済会に加入しようとするものは、多摩市勤労者市民共済会加入申込書 ( 第１号様式）及び、関係書類を会長に提出し承認を得なければな

らない。
２　会長は入会を承認したときは、会員証を交付するものとする。

（入会金及び会費）
第８条　入会金は、会員１人につき５００円とする。
２　共済会費は、会員１人につき月額５００円とする。
３　会費は、四半期ごと ( ４月、７月、１０月、１月 ) に一括して所定の方法により納付しなければならない。
４　納付された入会金及び会費は、特別な場合を除き返還しないものとする。

（資格の発生）
第９条　会員の資格は、第７条の加入手続きをした日に類する月の翌月 1 日から発生する。ただし、前第４条第２号の共済給付事業における共済

給付権利の発生については、給付規程の定めるところによる。
（資格の喪失）

第１０条　会員が次の各号に該当する場合は、会員の資格を喪失する。
⑴　第５条の会員の資格を失ったとき。
⑵　共済会費を３ヶ月以上滞納したとき。

（変更の届出）
第１１条　会員は次に掲げる事項に変更が生じたときは、直ちにその旨を会長に届けなければならない。

⑴　事業所の名称、所在地、電話番号
⑵　会員の会費振替口座 ( 取引金融機関 )
⑶　会員の氏名及びその家族
⑷　その他会長が必要と認めた書類

（会員証の紛失等）
第１１条の２　会員は、会員証の紛失・破損・盗難があった場合は、速やかに会長に届け出て、再発行の手続きをとるものとする。
２　会員が前項の再発行の手続きを行うときは、理事会で別に定める再発行手数料を納入しなければならない。

（脱会）
第１２条　共済会を脱会しようとする者は、会長に多摩市勤労者市民共済会脱会届 ( 第２号様式 ) に会員証を添えて提出し、承認を得なければなら

ない。
（除名）

第１３条　会員が、次の各号の一に該当したときは理事会の決定により除名することができる。
⑴　会の事業を妨げる行為、又は妨げようとしたとき。
⑵　貸付及び共済給付事業その他について、虚偽の申請をしたとき。
⑶　会の規約に違反し、又は会の信用を失わせるような行為をしたとき。

（役員）
第１４条　共済会に次の役員を置く。

⑴　理事　１３名
⑵　監事　２名

２　理事のうち、会長を 1 名、副会長を２名、総務部長､ 事業部長を各 1 名とする。
（機関）

第２１条　共済会の適正な運営を図るため理事会を置く。
（理事会）

第２２条　理事会は、次に掲げる事項を議決する。
⑴　規約の制定及び改廃に関すること。
⑵　年度の事業計画及び、予算に関すること。
⑶　年度の事業報告及び、決算に関すること。
⑷　その他事業推進に必要な事項

２　前項 (2) の規定にかかわらずやむを得ない事由があるときは、理事会の議決前においても会長の責任において、事業及び予算の執行ができるも
のとする。
（経費）

第２６条　共済会の経費は、入会金、共済会費、市補助金及びその他の収入をもって充てる。
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